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    兵庫県建築健康保険組合 

    ２０２６年５月１５日 № ２６８ 
 
 
 

 

● ホームページをリニューアルしました 

 

   令和８年４月１日からホームページを新たに作成しています。 

   URL は変更していませんので、これまでどおり https://www.hyogo-kenchiku-kenpo.or.jp/に 

アクセスしてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

TEL   : 078-997-2311   FAX：078-997-2328 

E-Mail: hyougokenkentiku@mub.biglobe.ne.jp  

URL   : https://www.hyogo-kenchiku-kenpo.or.jp/ 

 

広報誌「掲示板」は毎月発行しています。過去の記事はホームページの掲示板サイトをご覧ください。 



● ３月分保険料から（４月納付分） 

～ 保険料率５‰引き下げ、介護保険料率２‰引き下げ ～ 

４月分保険料から（５月納付分）子ども・子育て支援金をいただきます 

 ～ 子ども・子育て支援金率２．３‰引き上げ ～ 

【令和８年度収入支出予算の概要】 

 

 

令和８年２月１８日、第１３５回組合会において、令和８年度の事業計画および収入支出予算が決

定されました。 

組合会で報告された令和７年度決算見込では、経常収支の黒字が２億５千万程度であり、決算後の

残金が３億円近くになる見込みとなっています。 

昨年７月の令和６年度決算組合会において、令和８年度から健康保険料率を１０１‰に引き下げる

方向で検討を進めることとしていましたが、当初の目論見以上の準備金（積立金）の保有になること、

および、協会けんぽが平均保険料率を０．１％（１‰）引き下げて、兵庫県の協会けんぽの保険料率

が１０．１２％（１０１．２‰）になったことにより、さらに引き下げることを決定しました。 

このことにより、令和８年３月分保険料から保険料率の合計を５‰引き下げて 100.00‰とし、介護

保険料率についても２‰引き下げて 16.00‰とすることになりました。 

なお、保険料率引き下げ後の令和８年度予算でも経常収支が 128,781 千円黒字の予算になっていま

す。 

一方で、令和８年４月１日から子ども・子育て支援金の徴収が始まるので、令和８年４月分保険料

から子ども・子育て支援金率２．３‰を引き上げることも決定されています。 

結果、令和８年４月分以降は一般保険料率９８．７‰、子ども・子育て支援金率２．３‰、調整保

険料率１．３‰となり、合計の健康保険料等率は１０２．３‰になります。 

※調整保険料とは、健康保険法に規定されており、すべての健康保険組合が健康保険組合連合会に拠出し、健康保険

組合連合会は集めた調整保険料と国からの補助を合わせて、高額な医療費に対する補助金の交付や財政運営が困難な

健康保険組合に支援補助金を交付する原資となるものです。 

 

〇 令和８年度保健事業について 

  保健事業については、令和７年度の事業内容と変更なく実施することが決定されました。 

  特定保健指導をはじめ、保健事業は健康の保持・増進のために重要な取り組みですので、皆様の積

極的な参加をお願いします。 



「受診券」って何？ 
 

健康診断の無料招待券のことです。 

被扶養者である４０歳以上のご家族が利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ ご家族の健康を守るために、大切なご案内です ～ 
令和８年５月２５日（月）に、特定健康診査の受診対象となる被扶養者の自宅宛に、「特定健康診査

受診券等の送付について」（「特定健康診査受診券」「巡回型健診のご案内」「けんぽれんレディース健

診のご案内」）を送付します。 

受診対象者は、令和８年４月１日現在（令和８年４月１３日までに届出があった方）資格のある 

４０歳以上７５歳未満の方です。資格喪失などにより加入資格の無くなった方は特定健康診査を受け

ていただくことはできません。 

 

〇 受診券を使わずに健康診断や人間ドックを受けた場合は、健診結果をお送りください 

   パート先等で事業主健診を受けた場合や当健康保険組合の補助事業である人間ドックを受けた

場合は、特定健康診査を受診したものとみなされますので、「健診結果の写し」及び「質問票」*1を

当健康保険組合へご提供していただくよう、被保険者を通じて、被扶養者の方への周知についてご

高配を賜りますようお願いします。 

*1 質問票は日常の生活習慣に関する質問です。用紙はホームページからダウンロードできます。 

   なお、パート先で受けた健診結果をご提供いただいた方には、クオカードを進呈いたします。 

 

● マイナンバーカードの更新手続きをお願いします 

   

  マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には５年間

の有効期限があります。 

有効期限が過ぎた場合には、e-Tax 等の電子申請やコンビニ

交付・健康保険証等に使えなくなりますので、お住まいの市区

町村の窓口で更新手続を行っていただくようお願いします。 

   

電子証明書の初回の有効期限は、マイナンバーカードの

交付日から５回目の誕生日までになります。 

  

有効期限の２か月から３か月前に、地方公共団体情報シ

ステム機構（Ｊ－ＬＩＳ）から「マイナンバーカード・電

子証明書有効期限通知書」が届きます 

 

こちらが受診券です 
対象の方のご自宅にお送

りします 



● 労働契約内容による被扶養者認定の取り扱いについて 
   

労働契約内容によって年間収入が基準額未満であることが明らかである場合の、被扶養者の認定に

おける年間収入の取扱いに関して、厚生労働省から通知が発出され、令和８年４月１日から適用する

ことになりましたのでお知らせします。 

詳細については、ホームページ「けんぽからのお知らせ」２０２６年４月１６日掲載の「労働契約

内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについ

て」をご確認いただくようお願いします。 

  この紙面では、概要のみお知らせします。 

 

【変更点：「３か月間の給与明細を添付」に代えて「労働条件通知書等を添付」でも可能になる】 

   ＝基準額未満であることを判定する年間収入の推計方法を追加することになります。 

  

被扶養者の年間収入の判定については、これまで過去の収入や現時点での収入または将来の収入

見込みなどを総合的に判断して、今後１年間の収入見込額として判定しています。 

そのため、収入のある被扶養者は「３か月間の給与明細を添付」していただいています。 

この判定方法と考え方に変更はありませんが、労働契約の内容で１年間の収入額が見込める場合

は労働契約内容のわかる「労働条件通知書等を添付」いただいて判定することが可能になります。 

 

 

【労働契約内容で見込額を判定する条件】 

  

１ 今後１年間の収入額が、労働契約内容で基準額を下回ることが見込める場合であること 

    ＝労働条件通知書が交付されていること（賃金単価、勤務日数、勤務時間が明確である） 

 ２ 収入が給与収入のみであること 

    ＝年金や自営業の収入が無いこと、また労働条件通知書が交付されていない副業が無いこと 

 ３ 臨時に受ける残業手当や賞与で、労働契約に明記されていないものは、認定時の収入見込みか

ら除外すること 

   ただし、実態的に残業や賞与の支給額が社会通念上妥当とは言えない金額であれば被扶養者と

して認められないこと 

 

【被扶養者認定要領の改訂および添付書類について】 

   

収入が給与収入のみである申立書が必要になることから、被扶養者異動届を提出いただく際に留

意していただきたいことなどを記載した「被扶養者認定に関する確認書」を作成しました。 

１５歳未満の子どもを除いて被扶養者が追加になる届出の際には、必ず添付していただくようお

願いします。 

  「被扶養者認定に関する確認書」の様式は右ページのとおりです。ホームページの申請書ダウン

ロードのページからプリントして使用してください。 

  なお、これまで学生、配偶者以外の収入のない方には「収入がない人の扶養理由申立書」を添付

いただいていましたが、今後は「被扶養者認定に関する確認書」の１確認事項の①無収入の欄のチ

ェックボックスに☑してください。 

 

【臨時に受けるもので、社会通念上妥当と考えられる範囲とは】 

 

統計資料によるとパートタイム労働者の残業は月平均２．１時間（令和６年実績）であり、年間

２５時間以内程度が妥当であると考えます。また、賞与が支給されている割合は約３１％（令和５

年事績）であり、労働契約上に定めのない賞与が支給されている事例はほぼ無いものと思われます

ので、寸志程度が妥当であると考えて判断することとしています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● ウォーキングイベントを開催します 

   ～ ５月中にエントリーをお願いします ～ 

   

健康を維持するために歩くことは効果的だといわれています。 

日常生活での歩くことに少しプラスして、昼休みに職場の周りを歩いてみたり、朝や夕方にウォー

キングをしてみませんか。 

イベントに参加し期間内

に平均歩数 8,000 歩以上を

達成されたすべての方に

1,000 円分のクオカードを

差し上げます。（チラシに書

かれている、抽選で当たる

Amazon ギフトカードとは別

に、達成者全員に差し上げ

ます） 

 

参加の際にはグッピーヘ

ルスケアアプリをダウンロ

ードして、参加登録が必要

です。 

 

今回は被扶養者の皆様も

ご参加いただけます。 

被保険者の勤務先のチー

ムコードで登録してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● 「家庭常備薬の夏季有償斡旋」のご案内 

     ～購入金額の２分の１を補助（上限２，０００円）します～ 
 

家庭常備薬の夏季有償斡旋のご案内書を、同封してお送りしています。 
なお、お申し込みについては、これまでどおり各事業所において取りまとめていただくこととして

います。 
事業所には令和８年５月１５日に納入告知書に同封して、取りまとめ依頼をお送りさせていただき

ますので、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ご協力をよろしくお願いいたします。 
なお、今年もスイッチ OTC 医薬品について、購入金額の２分の１の額を補助（上限２，０００円）

させていただきます。不意の体調不良に備えてご準備ください。 
 
○ 令和８年度 家庭常備薬の夏季有償斡旋事業実施日程 

    ・ 申込締切日 被保険者から取りまとめ担当者へ  令和８年６月１２日（金） 

            担当者から健康保険組合へ     令和８年６月１９日（金） 

    ・ 商品発送                   令和８年７月中旬 

 

● 「健診前チャレンジ」のご案内 
 

健診までに体重を２㎏減量することで、昨年の健診結果と比較してどのような変化が現れるのか、

また、体調の変化をご自身で確認していただく取り組みです。 

対象となる方は、令和８年４月時点で４０歳以上、BMI18.5 以上の方で、令和８年８月～令和８年

９月（令和８年１０月健診受診でも可）に健康診断を受診予定の被保険者を対象に実施しますので、

案内チラシの QR コードを読み取って、申込サイトへ登録してご参加ください。 

チャレンジいただく期間は、６月２

９日から９月２０日までです。 

昨年の同時期に健康診断を実施した

事業所には、昨年の受診者人数分のチ

ラシを令和８年５月１５日にお送りし

ています。その他の事業所には２部お

送りしています。不足する場合は増刷

して対象となる方にお配りいただくよ

うお願いいたします。 

 

健康診断の前に体調が気になる方は

多くおられると思います。１年で一番、

自身の健康状態に関心がある時期と言

っても過言ではないと思います。 

「健診の前だけ特別なことをせずと

も普段通りで受けたらいい」と言われ

る方も多いと思いますが、普段通りの

体調の良い状態とはどんな状態でしょ

うか？健診結果が届いて「ああ、やっ

ぱり」と思われたことはあ

りませんか？ 

そのような方は一度ベス

トな状態での健診受診にチ

ャレンジしてみてくださ

い。 



 


